
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
五
号
）

三
一
四
（
一
〇
一
〇
）

後
藤
文
治
教
授
略
歴
・
主
要
著
作
目
録

大
正
四
年
六
月
二
百

昭
和
八
年
三
月

昭
和
一
四
年
三
月

昭
和
一
四
年
四
月

昭
和

昭
和

昭
和

二二二

昭
和
二

二
年

三
年

五
年

八
年

一四九

月月月

四
　
月

大
分
県
に
生
ま
れ
る

大
分
県
立
杵
築
中
学
校
卒
業

東
亜
同
文
書
院
卒
業

庸
満
州
鉄
道
株
式
会
杜
入
杜
、
調
査
部
勤
務

中
国
経
済
の
調
査
研
究
に
従
事

引
揚
帰
国

産
業
復
興
公
団
勤
務

シ
ャ
ー
プ
勧
告
に
よ
る
国
税
調
査
官
試
験
に
合
格

大
蔵
事
務
官
に
採
用
さ
れ
税
務
行
政
に
従
事

経
済
審
議
庁
に
出
向
、
総
理
府
事
務
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
調
査
局
震
所
得
課
に
勤
務
・
以
後
専

ら
国
民
所
得
の
推
計
お
よ
び
調
査
分
析
に
従
事



昭
和
三
四
～
四
四
年

昭
和
三
七
年
七
月

昭
和
三
九
年
一
〇
月

昭
和
四
〇
年
度

昭
和
四
〇
年
四
月

昭
和
四
〇
年
一
二
月

昭
和
四
一
～
三
年
度

昭
和
四
二
～
四
三
年
度

昭
和
四
四
年
三
月

昭
和
四
四
，
年
四
月

昭
和
四
四
年
～

昭
和
四
七
年
度

昭
和
五
五
年
一
二
月

昭
和
五
六
年
三
月

総
理
府
統
計
局
統
計
職
員
養
成
所
等
臨
時
講
師

経
済
企
画
庁
経
済
研
究
所
国
民
所
得
部
国
民
支
出
課
長

国
連
・
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
地
域
統
計
家
会
議
に
出
席

横
浜
国
立
大
学
経
済
学
部
臨
時
講
師
（
国
民
所
得
論
）

国
民
所
得
部
長

国
連
・
エ
カ
フ
ェ
地
域
国
民
所
得
作
業
部
会
に
出
席

統
計
審
議
会
専
門
委
員

拓
殖
大
学
政
経
学
部
講
師
（
国
民
所
得
論
）

経
済
企
画
庁
を
依
願
退
職

立
命
館
大
学
経
済
学
部
教
授
に
就
任
、
国
民
所
得
論
担
当

経
済
企
画
庁
経
済
研
究
所
国
民
所
得
部
．
県
民
所
得
研
究
会
委
員

経
済
学
部
長

大
内
兵
衛
博
士
記
念
事
業
・
大
内
賞
受
賞

定
年
退
職

　
　
　
　
　
　
　
　
学
会
活
動

理
論
計
量
経
済
学
会
・
日
本
統
計
学
会

　
後
藤
文
治
教
授
略
歴
・
主
要
著
作
目
録

三
一
五
（
一
〇
一
一
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
五
号
）

三
ニ
ハ
（
一
〇
二
一
）

主
要
著
作
目
録

著
　
　
書

国
民
所
得
の
知
識
（
共
著
）

新
国
民
所
得
読
本
（
編
著
）

県
民
所
得
統
計
（
編
著
）

論

説

日
本
経
済
新
聞
杜

至
　
　
　
誠
　
　
　
堂

至
　
　
　
誠
　
　
　
堂

昭
和
三
七
年

昭
和
四
一
年

昭
和
四
三
年

満
州
に
お
げ
る
土
着
資
本
実
態
調
査

北
支
に
お
げ
る
土
布
業
実
態
調
査

北
支
に
お
げ
る
棉
花
取
引
事
情
実
態
調
査

国
民
所
得
統
計
に
お
け
る
個
人
住
宅
投
資

　
に
つ
い
て
の
考
察

国
民
所
得
統
計
の
し
く
み
と
利
用
の
問
題

個
人
居
住
支
出
の
性
向
と
そ
の
推
移

産
業
別
資
本
係
数
の
試
算

在
庫
投
資
活
動
に
関
す
る
統
計
的
分
析

満
鉄
調
査
部
資
料

満
鉄
調
査
部
資
料

満
鉄
調
査
部
資
料

住
宅
金
融
公
庫
・
住
宅
金
融
月
報

第
四
〇
号

経
済
企
画
庁
・
国
氏
所
得
課
。
・
部
内
資
料

住
宅
金
融
公
庫
・
住
宅
金
融
月
報
第
六
八
号

経
済
企
画
庁
・
国
民
所
得
課
・
国
民

所
得
資
料
月
報
第
八
九
号

経
済
調
査
会
・
月
刊
経
調
・
一
一
月
号

昭
和
一
五
年

昭
和
一
七
年

昭
和
一
八
年

昭
和
二
九
年

昭
和
三
〇
年

昭
和
三
一
年

昭
和
三
二
年

昭
和
三
三
年



県
民
所
得
統
計
の
作
り
方

戦
後
日
木
の
資
本
形
成
に
対
す
る
コ
メ
ソ
ト

国
富
の
意
義
と
国
富
統
計
の
利
用
に
つ
い
て

国
民
所
得
統
計
上
の
個
人
所
得
と
個
人
貯
蓄

国
民
所
得
統
計
上
か
ら
み
た
最
近
一
〇
年

　
問
の
経
済
変
動

新
国
民
所
得
統
計
の
見
方
使
い
方

国
民
経
済
計
算
の
改
善
に
関
す
る
方
策
に

　
つ
い
て

資
本
形
成
の
推
計
方
法
の
改
善
に
つ
い
て

新
方
式
に
よ
る
国
民
所
得
統
計
の
大
幅
改

　
訂
に
つ
い
て

国
民
所
得
統
計
と
物
価
指
数

県
民
所
得
統
計
の
発
展
と
県
民
所
得
標
準

　
方
式

所
得
統
計
の
見
方
・
使
い
方

新
国
民
経
済
計
算
と
県
民
所
得
推
計
基
準

県
民
所
得
統
計
の
沿
革
と
課
題

国
民
所
得
推
計
の
沿
革

　
　
後
藤
文
治
教
授
略
歴
・
主
要
著
作
目
録

総
理
府
統
計
局
統
計
協
会
・
統
計
．
七
月
号

経
済
企
画
庁
・
国
民
所
得
部
・
部
内
資
料

経
済
企
画
庁
・
国
富
調
査
資
料

日
銀
・
貯
蓄
時
報
第
五
八
号

目
本
電
機
工
業
会
・
電
機
・
第
一
八
八
号

企
業
経
営
研
究
所

財
経
詳
報
第
五
九
一
号

経
済
セ
ミ
ナ
ー
九
月
号

大
阪
商
工
会
議
所

経
済
セ
ミ
ナ
ー
一
〇
月
号

立
命
館
経
済
学
第
一
八
巻
・
第
五
．

六
号
そ
第
二
三
巻
・
第
四
号

広
島
県
統
計
協
会
・
統
計
の
泉
．

第
二
四
〇
～
二
四
六
号

経
済
企
画
庁
・
国
民
所
得
部
資
料

経
済
企
画
庁
・
国
民
所
得
部
編

国
民
経
済
計
算
第
三
四
号

経
済
企
画
庁
・
国
民
所
得
部
編

国
民
経
済
計
算
第
三
七
号

昭
和
三
四
年

昭
和
三
五
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
九
年

昭
和
四
〇
年

昭
和
四
〇
年

昭
和
四
〇
年

昭
和
四
一
年

昭
和
四
三
年

昭
和
四
五
～
四
八
年

昭
和
四
五
～
四
六
年

昭
和
五
〇
年

昭
和
五
一
年

昭
和
五
一
年

三
一
七
（
一
〇
二
二
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
五
号
）

わ
が
国
に
お
げ
る
国
民
所
得
統
計
の
発
展

　
に
関
す
る
年
表

県
民
所
得
統
計
の
発
展
と
県
民
所
得
標
準

　
方
式

県
民
経
済
計
算
標
準
方
式
に
つ
い
て

三
一
八
（
一
〇
一
四
）

立
命
館
経
済
学

第
二
五
巻
・
第
五
・
六
号

経
済
企
画
庁
・
国
民
所
得
部
編

経
済
企
画
庁
・
国
民
所
得
部
・
各
県
提
示
資
料
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。
。
”
；
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、
胴
・
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重
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三
二
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〒
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９
◎
；
き
邑

昌
８
§
§
昌
募
（
Ｏ
き
易
・
窒
弓
８
麦
邑
Ｏ
・
－
・
員
斗
一
８
鳶
９
９
－
彗

弓
、
箏
↓
、
饒
く
、
｝
。
。
｝
旨
”
饒
箏
・
・
く
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ま
二
ｈ
串
竺
邑
量
ｑ
◎
§
・
写
気
岩
き
・
墨
；
９
◎
塞
（
オ
註
◎
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一
、
、
昌
、
Ｏ
、
く
、
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。
一
。
箏
二
、
昌
ド
穿
§
＝
邑
募
－
向
§
・
邑
；
§
鳶
膏
箏
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く
一
一
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昭
和
五
二
年

昭
和
五
二
年

昭
和
五
五
年

昭
和
四
二
年

昭
和
四
三
年




